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１．景観法の概要（国土交通省ホームページより） 

（1）景観法の必要性（景観法の施行に至った経緯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）景観法の施行・構成 
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（3）景観法の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）責務 
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（5）景観行政団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）行為規制と支援の仕組み 
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（7）景観法の対象地域のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）景観計画の概要 
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２．滋賀県景観計画 （平成 21 年 3 月施行） 

（1）景観計画区域 

滋賀県全域。（景観行政団体である大津市、高島市、栗東市、守山市、彦根市、長浜市の区域を除

く。） 

 

（2）風景づくりの理念と基本目標 

■理 念 

潤いとやすらぎのある湖国の風景は、長い歴史と多くの人々の絶え間ない努力により、守り伝えられ

てきました。今を生きている私たちは、この素晴らしい風景を守り、育て、創造し、あるいは修復しながら

未来の人々に伝えていくため、風景づくりの理念を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

■基本目標 

風景づくりの理念に基づき、基本目標を「ひろがりの風景づくり」、「つながりの風景づくり」、「地域らし

さの風景づくり」および「風景を守り育てるひとづくり」とします。 

 

ひろがりの風景づくり 

滋賀の風景の大きな特色は、琵琶湖を中心として周辺にまちやむら、田園、里山、河川、山々な

どが渾然一体となった風景を醸し出し、ひろがりのある一つのまとまった小宇宙を形成していることで

す。このような湖国の風景は、離れた市町間においてもお互いを望むことができます。このひろがり

の風景を守り育てていくためには、各地域単位での風景づくりとともに、県全体の広域的で一体的な

視点での風景づくりを行う必要があります。また、様々な開発による自然景観の減少や農業を取り巻

く環境の変化等による農地の荒廃、および都市化の進展などにより、ひろがりの風景を形づくってい

る要素にも変化が生じてきていることから、湖国の風景の最大の特徴であるひろがりの風景を広域的

な視点で保全していくことが非常に重要です。 

 

「ひろがりの風景づくり」を実現するため、 

以下の取組が求められます。 

 

 

●わたしたち県民は地域の特性を生かした風景づくりに取り組むとともに、市町や県が実施するひ

ろがりのある風景づくりに協力することが必要です。 

●市町は対岸など他市町から望まれる風景を意識し、県や他の市町と連携した取組を進めることが

重要です。 

●県は湖国のひろがりのある風景づくりを進めるため、市町間の調整を行うことが重要です。 

 

 

 

わたしたちは、自然と人間がともに輝く湖国の風景を 

守り育て、次代に引き継ぎます。 
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つながりの風景づくり 

湖国は街道や沿道、河川など、連続することにより美しい風景が形づくられているとともに、それぞ

れを周遊することにより豊かな生態系をもつ自然や歴史に育まれた文化を享受することができます。 

わたしたちは、連続することによって魅力的な湖国の風景を構成している、つながりの風景を守り

育てます。 

 

「つながりの風景づくり」を実現するため、 

以下の取り組みが求められます。 

 

 

●わたしたち県民は地域の特性を生かした風景づくりに取り組むとともに、市町や県が実施するつ

ながりのある風景づくりに協力することが必要です。 

●市町は特色ある道路や河川などの連続した風景の調和を図るため、県や他の市町と連携した取り

組みを進めることが重要です。 

●県は湖国のつながりのある風景づくりを進めるため、市町間の調整を行うことが重要です。 

 

 

地域らしさの風景づくり 

それぞれの地域には、自然や歴史、人々のいとなみに培われた多くの個性的な風景が根づいて

いす。 

しかし、歴史的なまちなみの風景や、景観上重要な建造物の減少、耕作放棄地の増加等による

里地、里山の荒廃や管理の行き届かなくなった河畔林の放置など、近年の都市化の波と生活、生産

様式の近代化の中で、徐々に郷土の風景が変化し、ふるさとの特色ある歴史的な風景が失われつ

つあります。 

わたしたちは、地域の風景をひろがりとつながりのある風景の中に位置づけるとともに、自然、歴

史、人々のいとなみなどに培われたそれぞれの地域の特性を活かし、個性ある風景を守り育てま

す。 

 

「地域らしさの風景づくり」を実現するため、 

以下の取り組みが求められます。 

 

 

●わたしたち県民は地域や風景に関心と愛着を持ち、地域の特性を活かした風景づくりに参画する

ことが必要です。 

●市町は地域の特性に応じた風景づくりを進めるとともに、さらに風景づくりを進めるため景観行

政団体となり、景観計画を策定することが重要です。 

●県は風景条例での取り組みをさらに推進するとともに、景観行政団体となった市町の区域以外で

景観計画を策定し、市町と連携した取り組みが重要です。 

 



 7

 

 

風景を守り育てるひとづくり 

湖国の魅力ある風景を守り育て、継承していくのは、湖国に住むわたしたちです。県民、市町、県

が風景づくりに関心と愛着、自覚と意欲を持ち、それぞれの立場でできること、すべきことをパートナ

ーシップに基づく協働により実践していくことが必要です。美しい風景は人の心をなごませ、豊かな

人づくりにもつながります。 

風景を創っていくのはわたしたち一人ひとりの役割と認識し、先人が残してくれた、魅力ある湖国

の風景を守り育て、継承していく人づくりを進めます。 

 

「風景を守り育てるひとづくり」を実現するため、 

以下の取り組みが求められます。 

 

 

●わたしたち県民は地域に関心と愛着を持ち、近隣景観形成協定による取り組みや美化活動など、

風景づくりへの参画や協力をすることが必要です。 

●市町は地域における人材育成やネットワークの形成を推進することが重要です。 

●県は湖国の風景づくりのための人材育成やネットワークの形成を推進することが重要です。 
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（3）景観重要区域等（区域ごとの景観形成） 

景観計画区域を以下の区域等に分け、区域ごとの特性に応じた景観形成基準を設けている。 

 

⑴琵琶湖景観形成地域 

⑵琵琶湖景観形成特別地区 

⑶沿道景観形成地区 ・国道 307 号沿道景観形成地区 

・国道 365 号沿道景観形成地区 

・主要地方道大津能登川長浜線沿道景観形成

地区 

景観重要区域 

 

⑷河川景観形成地区 

 

・芹川河川景観形成地区 

・姉川河川景観形成地区 

・杣川河川景観形成地区 

・宇曽川河川景観形成地区 

景観重要区域以外 

 

（4）景観重要建造物、樹木の指定の方針 

 

 景観重要建造物 景観重要樹木 

指定対象 ○登録有形文化財である建造物 

○歴史的、文化的価値を有する建造物

○歴史的な様式や地域固有の様式を

継承する建造物 

○県民に親しまれ、周辺景観のシンボ

ルとなっている建造物 

○県民、市町による推薦があった建造

物 

 

○健全で樹形が景観上優れているもの

○地域の固有の自生種で希少品種の

もの 

○地域に元来ある樹種で樹齢が高いも

の 

○景観上シンボル的な場所に位置して

いるもの 

○県民、市町による推薦があった樹木 

 

指定にあたって 指定にあたっては、県民及び市町等からの推薦制度や、景観及び専門家及び

第三者機関の意見を聞いて指定を行う。 

 

（5）景観重要公共施設 

景観重要公共施設に位置付けると、景観計画に即して整備することになるが、現時点では、指定され

た共施設はない。 

 

対象公共施設 ①琵琶湖 

②国道３０７号線 

③国道３６５号線 

④主要地方道大津能登川長浜線 

⑤姉川 

⑥芹川 

⑦杣川 

⑧宇曽川 

⑨湖岸緑地 

⑩その他景観上重要な道路や河川等 

位置づけにあた

って 

管理者と協議を行い、可能なものから景観重要公共施設として位置づける。 
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（6）関連施策および景観行政団体との連携による景観形成の推進 

①景観農業振興地域整備計画との連携 

農山村地域は、自然の中で農林業の営みを通じて自然と一体となった風景を醸しだし、地域で永続

的に営まれた生業が、今日の地域の個性ある豊かな田園風景を造ってきた。  

このことから、地域の文化や伝統を守りつつ、農地の持つ多様な機能を保全活用し、田園、集落、里

山、森林、川辺などと一体となった風景を維持発展させるため、市町の農業振興地域整備計画と整合性

を図り、良好な営農条件を確保しながら､地域の特色ある田園風景を守り発展させるものとする。 

 

 

②景観行政団体協議会の設置およびその活用 

景観行政は、住民に身近な市町が中心的な役割を担うことが望ましいことから、できるだけ多くの市町

が景観行政団体となることが必要である。 

一方、景観法においては、県または景観行政団体となった市町のいずれか一方が景観法の活用を図

ることとされており、県土全体で調和のとれた景観形成を進めるという広域的な観点からは、県と景観行

政団体となった市町とが連携・協力を図ることが不可欠である。 

このことから、両者で構成される景観行政団体協議会を設置し、県土全体の風景づくりの協議を行い、

琵琶湖を中心とした一体的な景観形成に努めるものとする。 
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３．野洲市における景観関連施策 
 

⑴琵琶湖景観形成地域 

⑵琵琶湖景観形成特別地区 

景観重要区域 

 

⑶沿道景観形成地区 ・主要地方道大津能登川長浜

線沿道景観形成地区 

滋賀県景観計画 

景観重要区域以外 

 

ふるさと滋賀の風

景を守り育てる条

例に基づく『近隣

景 観 形 成 協 定 認

定地区』 

52 吉川地区 

55 安治地区 

56 小比江地区 

62 西河原地区 

63 虫生地区 

64 比留田地区 

68 木部地区 

69 吉地地区 

74 菖蒲地区 

79 堤地区 

 

 

琵琶湖景観形成地域 

琵琶湖景観形成特別地区 

沿道景観形成地区 
（主要地方道大津能登川長
浜線沿道景観形成地区） 
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滋賀県景観計画（届け出対象行為・基準項目） 

景観重要区域 

  

琵
琶
湖
景
観
形
成 

地
域 

琵
琶
湖
景
観
形
成 

特
別
地
区 

沿
道
景
観
形
成
地
区 

(

主
要
地
方
道
大
津
能

登
川
長
浜
線
沿
道
景

観
形
成
地
区) 

景
観
重
要
区
域
以
外 

建築物等の新築、新設、増築、

改築または移転 
● ● ● 

建築物等の外観を変更すること

となる修繕もしくは模様替または

色彩の変更 

● ● ● 

大規模建築物等のみ 

・高さ 13ｍ以上ｏｒ4 階建て以

上の建築物 

・高さ 13m 以上の工作物 

木竹の伐採 ● ● ● - 

屋外における物件の堆積 ● ● ● - 

土地の開墾、土石の採取、鉱物

の掘採その他の土地の形質の

変更 

- ● ● - 

届
出
対
象
行
為 

水面の埋立てまたは干拓 - ● ● - 

建築物等の敷地内における位

置、高さ、形態、意匠、色彩また

は素材 

● ● ● ○（高さ除く） 

大規模建築物等の屋外の建築

設備または屋上工作物の位置、

形態、意匠、色彩または素材 

- - - ● 

緑化措置または樹木等の保全

措置 
● ● ● ● 

木竹を伐採する場合の位置また

は規模 
● ● ● - 

屋外において物件を集積し、ま

たは貯蔵する場合の位置、高さ

または遮へい措置 

● ● ● - 

鉱物を掘採し、または土石の類

を採取する場合の遮へい措置

または事後措置 

- ● ● - 

水面を埋め立て、または干拓す

る場合の護岸の措置 
- ● ● - 

土地の形質を変更する場合の

のり面の措置 
- ● ● - 

基
準
項
目 

その他、知事が景観形成のため

必要と認める事項 
● ● ● ● 
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ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例に基づく『近隣景観形成協定認定地区』 
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４．第１次野洲市総合計画（H19.3） 

（1）前期 基本計画 （関連項目のみ） 

 

第３章 美しい風土を守り育てるまち 

１ ふるさとの景観の保全と創造 

〈施策の目標〉 

三上山や琵琶湖などの自然と調和したふるさとの眺望景観と各地域の特性に応じた優れた街並

み景観が保全・創造される美しいまちをめざします。 

 

〈施策の成果指標〉 

指標 現状値 平成 25 年度 平成 32 年度 

①野洲市は、三上山や琵琶湖、田園景観
などの眺望景観に優れたまちだと考え
ている市民の割合 

84.5％ 
85.0％ 

現状維持 

85.0％ 

現状維持 

②野洲市は、街並みの景観が優れたまち
だと考える市民の割合 46.7％ 50.0％ 60.0％ 

 

〈施策の柱と基本事業の内容〉 

施策の柱 基本事業の内容 

①地域の景観資源の保全 

○三上山や里山から田園を経て琵琶湖へ続く眺望景観を貴重
な地域資源として、その景観の保全に配慮したまちの整備を
進めます。 

○生涯学習の教材として地域のフィールドワークを実施するな
ど、ふるさとの景観を再発見し、意識醸成に努めます。 

○景観を乱す看板等構築物の設置については、住民の理解と
協力を促すとともに、必要な指導の強化に努めます。 

②地域性豊かな街並みの創造 

○建築協定等に基づき、均衡ある美しい街並みの形成を促しま
す。 

○道路整備や河川整備、市街地整備などの公共事業の施工に
あたっては、景観の創造に配慮し実施します。 

○修景事業等による新たな景観の創造について、市民・事業所
とともに検討し計画的に推進します。 

○地域の街並み醸成に対する認識を高め、近隣景観形成事業
などに基づいた地域ぐるみの取り組みを促します。 

○地域住民の自発的な意志に基づいた「景観協定」の締結を
促進し支援します。 

 

〈人権・環境の視点と協働の手法〉 

○人権／景観保全や建築等に係る協定等の締結にあたっては、すべての人の参画と合意に基づいて検
討がなされるよう、慎重に配慮して取り組みを進めます。 

○環境／自然環境そのものを保全することを基点にして景観の保全を推進します。 

○協働／景観の保全については、行政が関与できる部分が限られてくる事項も多く、市民・事業所が自ら
協働で果たすべきことについて、積極的な取り組みを促し、協働のまちづくりを推進します。 
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５．野洲市 都市計画マスタープラン（H19.3） 

（1）都市づくりの方針（関連項目のみ） 

 

5.風景づくりの方針 

◆風景づくりの基本目標 

● 水と緑豊かな自然の保全・育成等による美しい庭園都市の形成を目指します 

● 地域の歴史的・文化的風土を生かした魅力ある風景づくりを目指します 

● 周囲の田園風景等に配慮した施設等の整備誘導を目指します 

 

（１）山並みの風景 

● 野洲市域南部に連なる、三上山、妙光寺山、鏡山等の山地、丘陵地は、湖南平野や琵琶湖

岸から眺望される美しい山並みを形成しているため、今後も、適切な維持・管理により森林・樹

林地等の保全を図るとともに、建築・開発行為に対しては、「滋賀県風致地区内における建築

等の規制に関する条例」の基準による適正な指導・誘導に努めます。 

● 三上山は、わが国を代表する琵琶湖周辺の景観資源として、市域のみならず、滋賀県下の風

景に重要な役割を担うことから、今後も風致地区や自然公園、保安林等の法規制と連携しつ

つ、森林・樹林地の保全に努めます。 

● 三上山周辺においては、必要に応じて、周辺からの眺望に影響する建物の高さや色調、意匠、

緑化等の誘導について長期的に検討していきます。 

 

（２）湖辺・水辺の風景 

①琵琶湖沿岸 

● 市域北部の琵琶湖岸と湖面は、「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」に基づく琵琶湖景観

形成地域に指定されています。琵琶湖沿岸の風景は、白砂青松の砂浜や、ここから対岸にあ

る比良山系の山々等への眺望に配慮しつつ、周辺部を含めた建築・開発行為等に対して適

切な指導・誘導に努め、琵琶湖沿岸一帯の景観資源の保全に努めます。 

②河川・ため池等 

● 野洲川、日野川等に代表される河川については、水面、護岸、河川敷、堤防、河畔林等が一

体となった水辺の風景の保全に努めるとともに、護岸改修等にあたっては、自然に配慮した整

備に努めます。 

● 家棟川、童子川、新川等については、緑地の整備と併せて特徴ある風景づくりに努めます。 

● 主に南部の山麓部に点在するため池については、ため池としての機能と安全性に留意しつつ

保全に努め、樹林、田園等と一帯となった風景の形成を創出します。 

 

（３）田園・里山の風景 

● 「近江米」の産地として古くから“豊積の里”と呼ばれてきた北部に広がる水田については、農

地の多面的な機能の一つとして、集落地を含めた田園風景の保全に努めます。 

● 市域南部には、田園集落と一体となった里山の風景があり、森林・樹林地の適切な維持・管理

等により、里山の風景の保全に努めます。 

 

（４）歴史のある風景 

● 旧中山道や旧朝鮮人街道の沿道には、旧街道の名残のある比較的古い家屋が点在している



 19

ため、無電柱化の促進や修景舗装の整備など、地域住民の協力のもと、歴史街道と周辺市街

地との調和に配慮した風景づくりに努めます。 

● 市域に存在する大岩山古墳群等史跡や御上神社、大笹原神社、兵主神社、錦織寺等の社

寺、近世初期の城郭であった永原御殿跡といった歴史的資源については、これらを活かしつ

つ周囲の樹林地の保全や緑地の整備等と一体となった本市の歴史を象徴する風景づくりに

努めます。 

 

（５）市街地中心部のまちの風景 

● 市街地中心部については、うるおいとゆとりある都市空間の創出のため、道路緑化や工場外

周部の緑化等を推進します。 

● ＪＲ野洲駅周辺の商業・業務地においては、多くの人々が往来する地域であるため、街路樹・

植栽帯等の配置や歩道の美化等、快適で魅力ある都市景観の形成を図ります。 

● 既成市街地・集落地については、各地域の住民生活に基づく歴史的・文化的風土を生かし、

都市部と農村部が相互に調和した風景の形成を図るとともに、美しい道路景観の創出を図りま

す。 

 

（６）住宅地の風景 

● 計画的に整備された住宅地等については、ホープタウン錦の里地区等の地区計画制度や久

野部東地区、阪急野洲冨波住宅地において結ばれている建築協定を、さらに、農業集落地に

ついては「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」に基づく近隣景観形成協定などをモデルと

しつつ、建築物の形態、意匠、色彩、緑化等のルールを定め、地域住民の協力により緑豊か

でゆとりある住宅地の風景の創出を図ります。また、一定の集団で新たに整備する住宅地につ

いては、可能な限り無電柱化（電線類地中化）を誘導します。 

 

（７）沿道の風景 

● 市域中央を横断する主要地方道大津能登川長浜線等は、滋賀県を代表する風景の要素とし

て「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」の沿道景観形成地区に指定されているため、周辺

の市街地や田園風景等との調和に配慮した建築物等の形態、色彩、緑化等を図ります。 

● 地域の風景と調和した美しい道路景観、沿道景観を形成するため、標識、電柱、照明、防護

柵等の道路附帯施設の設置にあたっては、周囲の景観に配慮した色彩、形状を検討し、幹線

道路を中心に適宜整備・充実を図っていきます。 

● 美しい道路沿道景観形成とバリアフリー化等の安全・快適な歩行空間の拡大に向けて、市街

地中心部の幹線道路をはじめ、良好な景観を創出している住宅地や歴史的まち並みが存在

する地区等において無電柱化（電線類地中化）を促進します。 

● 美しい良好な風景を保全するため、状況に応じて屋外広告物の掲出を規制します。特に、戸

建て住居を中心とする計画的に整備された住宅地や、三上山とこれに連なる山地・丘陵地、

指定文化財の周辺、そして田園風景を保全する主要地方道大津能登川長浜線や琵琶湖沿

岸の風景を保全する一般県道近江八幡大津線沿道については、屋外広告物の掲出を強く規

制します。 

※風景づくりの実現に向けては、当面、「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例」、「湖国風景づくり宣

言」等を踏まえて進めていきますが、将来的には景観計画の策定により野洲市独自の風景づくりの

明確化を図るなど、長期的に景観法に基づく景観行政団体の適用を検討していきます。 
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